
 

 

訪問看護事業重要事項説明書(介護・予防) 

 

 あなたに対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第 28 号第 66 

条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

1．事業者概要 

 事業者名称        日野病院組合 訪問看護ステーション   

 主たる事務所の所在地   鳥取県日野郡日野町野田３３２番地    

 法人種別                             

 代表者名         管理者  安 達 節 子        

 電話番号        （０８５９）－（７２）－（２７０６） 

 

 介護保険法令に基づき鳥取県知事から

指定を受けている事業所名称（指定番号） 

各事業所につき介護保険法令に基づき鳥

取県知事から指定を受けている居宅介護

サービスの種類 

日野病院組合 訪問看護ステーション 

（鳥取県 ３１６１６９０００７ 号） 
訪問看護、介護予防訪問看護 

 

2．ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 日野病院組合 訪問看護ステーション 

指 定 番 号 鳥取県 ３１６１６９０００７ 号 

所 在 地 鳥取県日野郡日野町野田３３２番地 

電 話 番 号 （ ０８５９ ）－（ ７２ ）－（ ２７０６ ） 

       

3．事業の目的と運営方針 

 

事業の目的 

 訪問看護事業は、寝たきり状態にある人、あるいはこれに準ずる状態にある人、また

は認知症状のある人に対して、主治医の判断に基づいて、訪問看護ステーションの看護

師や理学療法士が訪問して療養上の世話や診療の補助を行い、居宅療養を支援し、心身

の機能回復・維持することを目的としています。 

 

運営の方針 

訪問看護事業は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、麻痺などの回復を

目的として機能訓練などを行い、或いは要介護状態となることの予防になるよう適切な

看護や介護等のサービスを行い、一方、介護者の負担軽減に配慮しながらサービスを実

施します。 

 

 

 

 

 



4．ご利用事業所の職員体制 
 

ご利用事業所の 

従業者の職種 
員 数 勤  務  体  制 

●看 護 師 

●理学療法士 

●言語聴覚士 

 

 ３人 

４人 

１人 

 

常 勤   ８ 名 

 管理者 従業員の管理、指定訪問看護の利用申し込みに係る調整、業務の実施 

     状況及びその他の管理を行います。（訪問看護と兼務） 

 

 

５．通常の事業実施地域 

    日野町、江府町、日南町、伯耆町、新見市、真庭郡新庄村   

 

 

 

６．営業時間 

営  業  日 

（○で囲んだ日） 

日 ・ ○月  ・ ○火  ・ ○水  ・ ○木  ・ ○金  ・ 土 

（◎祝日、８月１４日・８月１５日、１２月２９日～１月３日 

を除く。但し、業務の都合上やむを得ない場合は、この限りで

はありません。） 

営 業 時 間 

● 通常：午前 ８時３０分 ～ 午後 ５時００分まで 
 

（但し、業務の都合上やむを得ない場合は、この限りではあり

ません。）  

 

 

 

７．当事業所が提供するサービス 

①サービスの提供にあたっては、御利用者の主治医の訪問看護指示書に伴い居宅サービ

ス計画（ケアプラン）に沿って「訪問看護計画書」を作成し、これに従って計画的に 

サービスを提供します。 

 ②サービスの内容や提供方法等の変更を希望される場合はその変更が居宅サービス計 

計画（ケアプラン）の範囲内で可能なときは、主治医に相談のうえ、「訪問看護計画 

  書」の変更等の対応を行います。 

 

 

８．利用料 

利用者の介護保険証・負担割合証、被保険者証（健康保険証、後期高齢者医療受給

者証）、各種認定証（障害者手帳及び特別医療費受給者証、難病・特定疾患・原爆等

の公費負担医療制度の受給者証）、を提示していただき、訪問看護費・介護予防訪問

看護費の利用料を確認し自己負担額に応じてお支払いただきます。 

尚、保険証等に更新変更等がありました場合は、必ず速やかにご連絡下さい。 

 

サービス単価…単位で表示し、地区単価を掛ける。当地区は１単位 10 円で 

算定。 

    ＊准看護師については 90／100 単位で算定 



    ＊早朝・夜間は所定点数の 25％、深夜は所定単位数の 50％の加算 

 ［指定訪問看護ステーションの場合〕 以下１回につき 

   訪問看護費             ＜介護＞      ＜予防＞ 

（１）20 分未満            ３１４単位     ３０３単位 

   （２）30 分未満          ４７１単位     ４５１単位 

   （３）30 分以上 1 時間未満     ８２３単位     ７９４単位 

   （４）1 時間以上 1 時間半まで  １,１２８単位   １，０９０単位 

   理学療法士による訪問看護費    ＜介護＞       ＜予防＞ 

    ＊１回 20 分         ２８６単位      ２７６単位 

    ＊２回  40 分         ５７２単位      ５５２単位 

    ＊３回  60 分         ７７２単位（90/100） ４１４単位（50/100） 

    ＊＜予防＞１２月を超えて訪問を行う場合はさらに 15 単位減算    

   各種加算単価…［利用者全員] 

    ＊特別地域加算             基本利用料の１５％ 

    ＊サービス提供体制加算(Ⅰ)     ６単位／１回につき 

   各種加算単価…［該当する方のみ] 

    ＊緊急時訪問看護加算(Ⅱ)      ５７４単位／月 

    ＊特別管理加算１           ５００単位／月 

    ＊特別管理加算２           ２５０単位／月 

    ＊複数名訪問看護加算(Ⅰ)１（看護師等）３０分未満  ２５４単位／１回につき 

    ＊複数名訪問看護加算(Ⅰ)２（看護師等）３０分以上  ４０２単位／１回につき 

    ＊長時間訪問看護加算(1時間 30分以上)        ３００単位／１回につき 

    ＊ターミナルケア加算              ２，５００単位       

    ＊退院時共同指導加算             ６００単位／１回又は２回 

    ＊初回加算(Ⅰ)                    ３５０単位／月 

    ＊初回加算(Ⅱ)                    ３００単位／月 

 

  その他の利用料（定める金額に、消費税を含む） 

    ＊交通費                     無 料 

    ＊エンゼルケア加算            ５，５００円 

    ＊その他実費 

 

   訪問看護サービスが介護保険の適応を受ける場合には、利用者の負担割合に応じ

た額をお支払い頂きます。 

   即ち、単位数×10 円×0.1＝利用者の負担金額となります。（１割負担の方） 

      単位数×10 円×0.2＝利用者の負担金額となります。（２割負担の方） 

 

  介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を

超える場合を含む）には全額自己負担になります。  

 

  

 

 

 

 



９．苦情申立窓口 

（１）当事業所における苦情の受付 

  当事業所における苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ●苦情受付窓口 担当者    安 達 節 子   

●受付時間   毎週月曜日から金曜日 

 午前 ８ 時 ３０ 分 ～ 午後 ５ 時００分 

（但し、祝日、８月１４日・８月１５日、１２月２９日～１月３日は除きます。） 
 

（２）行政機関とその他苦情受付機関 

日野町地域包括支援センター 

（健康福祉課） 

所在地  日野郡日野町根雨１０１ 

電話番号  0859－72－0339 

FAX番号  0859－72－1484 

受付時間 月曜日～金曜日： 

午前８時 30分～午後 5時 
（但し、国民の祝日、振替休日、年末年始は除きます） 

鳥取県西部総合事務所 

福祉保健局 

 

所在地  米子市東福原 1－1－45 

電話番号  0859－31－9314 

FAX番号  0859－34－1392 

受付時間 月曜日～金曜日： 

午前８時 30分～午後 5時 
（但し、国民の祝日、振替休日、年末年始は除きます） 

鳥取県国民健康保険団体連合

会 

所在地  鳥取市東町 2 丁目 308 番地 

鳥取県庁東町分庁舎 2 階 

電話番号   0857－20－2100 

FAX 番号 0857－29－6115 

受付時間 月曜日～金曜日： 

午前 9 時～午後 5 時 

（但し、国民の祝日、振替休日、年末年始は除きます） 

１０．緊急時の対応方法 

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従い

ます。また緊急連絡先に連絡いたします。主治医への連絡が困難な場合には緊

急搬送等必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 氏   名   

医療機関の名称 

所 在 地 

電 話 番 号 

              

              

               

 

協力医療機関 医療機関の名称 

院 長 名 

所 在 地 

電 話 番 号 

入 院 設 備 

日野病院組合 日野病院 

 孝 田 雅 彦 

日野町野田３３２番地 

０８５９－７２－０３５１ 

有り ・ 無し 

緊急連絡先 氏名 

住所 

電話番号 

日野病院組合訪問看護ステーション   

日野町野田３３２ 

０８５９－７２－２７０６ 

 

 

11．事故発生時の対応 

 指定訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご家族様、関

係医療機関等に連絡し必要な処置を講じます。 



12．感染症予防及び感染症発生時の対応（衛生管理を含む） 

 事業所は、感染症の発生または予防及び蔓延防止のため、必要な措置を講じるととも

に日野病院院内感染委員会の助言、指導を求め、常に密接な連携に努めます。また、必

要に応じては保健所の助言、指導を求めていきます。 

① 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事務所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会をおお

むね 6 ヶ月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底し

ています。 

④ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。 

⑤ 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

 

13．事業継続計画の制定について 

  ① 感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に 

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（業務 

継続計画）を策定し、当該業務 継続計画に従って必要な処置を講じます。 

  ② 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施します。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて 

業務継続計画の変更を行います。 

 

 

14．虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権擁護、虐待防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

  ①虐待防止に関する担当者を選定しています。 

      虐待防止に関する担当者    安達 節子 

  ②虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

職員に周知徹底を図っています。 

  ③虐待防止の為の指針の整備をしています。 

④ 職員に対して、虐待を防止するために定期的な研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当事業所従業員又は擁護者（現に擁護している家族・親族・ 

同居人等）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに 

これを市町村に通報します。 

 

 

15．身体拘束等の禁止 

 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という）を、行いません。 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ります。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。 



③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のため研修を定期的に実施しています。 

  

  

16．ハラスメント対策 

 事業所におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを防止するための措置 

を講じ健全な職場環境としています。また、利用者やその家族からのカスタマーハラス 

メントについても適切な対応に努めます。 

 

 

17．ご利用にあたってのお願い 

   ①ペットを飼われている場合は、職員訪問時はゲージに入れていただく等 

    ご配慮お願い致します。 

   ②訪問時、職員に対する飲食の提供はお断りしております。ご了承ください。 

   ③災害時や感染症拡大時に急遽お休みをいただくことがあります。御理解のほど 

    よろしくお願いいたします。 

 

 

    


